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                             平成２０年１１月１４日 

 経 済 産 業 省 

北 海 道 経 済 産 業 局 

 

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者４社に対する 

業務停止命令について 
 

経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社サンセル、有限会社イデ

ール、有限会社クレディ、有限会社アヴァンセコーポレーション（すべて北

海道札幌市）に対し、特定商取引法の違反を認定し、特定商取引法第２３条

第１項の規定に基づき、有限会社サンセル及び有限会社イデールに対して、

本年１１月１５日から平成２１年５月１４日までの６か月間、有限会社クレ

ディ及び有限会社アヴァンセコーポレーションに対しては、本年１１月  

１５日から平成２１年２月１４日までの３か月間、電話勧誘販売に関する業

務の一部（勧誘、申込み、契約締結）を停止するよう命じました。 

認定した４社の違反行為は、不実告知、重要事項不告知、勧誘目的等

不明示、再勧誘の禁止、迷惑勧誘、判断力不足に乗じた契約締結です。 

 

 

１．有限会社サンセル、有限会社イデール、有限会社クレディ、有限会社アヴ

ァンセコーポレーションは、主に健康食品（以下「本件商品」という。※1

参照）の電話勧誘販売を行っていました。４社は、北海道及び東北地方など

の電話帳を使用し、消費者の自宅等に電話をかけ、高齢の消費者から健康に

関しての情報を聞き出し、日ごろから不安に感じている様々な症状に対して、

販売目的の健康食品に明確な科学的根拠がないにもかかわらず、あたかもそ

の症状を改善する効能があるかのように告げて勧誘を行っていました。 

 

２．４社は、本件商品に係る売買契約の締結について勧誘する際に、消費者に

対し、商品の販売価格や商品の販売数量について、故意に事実を告げていま

せんでした。 

 

３．４社は、消費者に対し、電話での勧誘に先立って、「札幌コールセンター

です。無料で体のチェックをしています。健康の参考にしてください。」な

どと告げるだけで、その電話が本件商品に係る売買契約の締結について勧誘
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をするためのものであること、及び、商品の種類並びに販売業者の名称等に

ついて、告げていませんでした。 

 

４．また、４社は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、

さらに、その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしているほか、

契約の申込みをしていない消費者に対し、高額な商品を大量に送りつけて勧

誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。 

 

５．さらに、４社は、判断力が不足していると認められる高齢の消費者と本件

商品に係る売買契約を締結していました。 

 

６．４社は、一部共通の勧誘トークマニュアルを使用し、販売方法も類似して

おり、健康食品の電話勧誘販売において、違法な行為が認められたものです。 

 

 

※1  各社の取扱商品は、有限会社サンセル、有限会社イデール及び有限会社クレディは「スー

パーＳＰ１００ＥＸ」「３つの力ＥＸ」「酵素核酸」、有限会社アヴァンセコーポレーシ

ョンは「潤ＥＸ」「潤ゴールド」「潤健茶」「愛蜂百寿」「黒酢エキス」と称する健康食品 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室       電話０３－３５０１－４６５７ 

北海道経済産業局消費者相談室      ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３ 
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有限会社サンセルに対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

（１）名  称：有限会社サンセル 

（２）代表者：取締役 田辺 誠和 

（３）所在地：札幌市中央区南１条西８丁目１０番地３ 

（４）資本金：３００万円  

（５）設  立：平成１７年５月２日 

（６）取引形態：電話勧誘販売 

（７）取扱商品：スーパーＳＰ１００ＥＸ、３つの力ＥＸ、酵素核酸 

        （以下、取扱商品の総称を「本件商品」という。） 

（８）売上高： 平成１７年５月～平成１８年４月 約１億１千万円 

        平成１８年５月～平成１９年４月 約１億７千万円 

（９）従業員数：約２０名 

（１０）主な事業内容：健康食品の販売 

 

２．取引の概要 

同社は、高齢者の自宅に電話をかけて、同社の「アポインター」及び「カ

ウンセラー」と称する従業員が、消費者の健康状態を聞き出し作成した「お

客様カルテ」をもとに、同社の「カウンセラー」と称する従業員が同じ消費

者の自宅に電話をかけて、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするこ

とにより、本件商品の売買契約の申込みを受けて、売買契約の締結をしてい

たものである。 

 

３．関連事業者との関係 

株式会社サンプロフィットは、消費者の自宅に電話をかけて健康チェック

を行い、顧客情報をまとめた「お客様カルテ」を作成し、有限会社サンセル

に販売していた。 

顧客情報を聞き出すとともに、後ほど電話をかける有限会社サンセルの販

売員からの結果報告を聞くように促しており、一連の勧誘行為の一部を担当

していた。 

 

〈関連事業者の概要〉 

（名  称）：株式会社サンプロフィット 

（所在地）：札幌市中央区南１条西３丁目８番地１１ 

（代表者）：代表取締役 田辺 誠和 
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４．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘をすること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年１１月１５日から平成２１年５月１４日まで（６か月間） 

 

５．業務停止命令の原因となる事実 

 同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話

勧誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあ

ると認められた。 

（１）不実告知（特定商取引法第２１条第１項） 

同社は、消費者に対し、明確な科学的根拠がないにもかかわらず、あた

かも本件商品に効能があるかのように「認知症予防のために脳の活性化効

果があるイワシ粉末サプリメントを試してみませんか。１年飲んだらいい

よ。」等と不実のことを告げて、勧誘を行っていた。 

   

（２）重要事項不告知（特定商取引法第２１条第２項） 

同社は、消費者に対し、商品の販売価格や商品の販売数量につき故意に

事実を告げていなかった。 

 

（３）勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）  

同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、「電話帳から抜粋してみな

さんの健康についての調査をしています。」等と告げるだけで、本件商品に

係る売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る

商品の種類、並びに販売業者の名称を告げていなかった。 

 

（４）再勧誘の禁止（特定商取引法第１７条）  

同社は、当該売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、

さらにその電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていた。 

 

（５）迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）  

同社は、「年金生活だし、そんな高いものは購入できません。」と告げて



5 

 

いる消費者に対し、多量の高額な商品を送りつけて勧誘をする等、消費者

に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。 

 

（６）判断力不足に乗じた契約締結（特定商取引法第２２条第３号、同法施行

規則第２３条第２号） 

同社は、判断力が不足していると認められる消費者と、本件商品の売買

契約の締結をしていた。 

 

６．勧誘事例 

 

【事例１】 

 

 (有)サンセルの勧誘員Ａは、平成１９年２月、消費者Ｐ（８０歳代）の自

宅に電話をかけ、会社名や販売する商品についての説明もなく、Ｐに電話で

親しげに健康に関する話をした。ＡはＰに「どこか具合の悪いところはない

ですか。」と聞いた。Ｐは「病院には通院して検査も受けているけれども、薬

はもらってないし、比較的健康なんです。」と答えた。Ｐは体に痛いところが

あり、目が弱り手術したことや最近足が弱ってきたことについても話したと

ころ、Ａは「年を取ると骨折なんか多くなったりするので、骨を丈夫にする

ことで足にも良いイワシの粉末の健康食品がありますよ。」、「昔からイワシは

健康に良いと言われてますよね。」と健康食品を勧めた。Ｐはイワシは昔から

健康的だと言われているし、魚不足を解消し骨に良く、足の心配がなくなる

のならその商品を試してみようかなと思った。Ａの説明には、商品の価格と

か本数についての説明はなかった。Ｐは１回分の１～２本で高額な物ではな

いと思っていたので、「じゃ１本飲んでみます。」と答えた。その翌日に、Ｐ

が思っていたのとは違い、「スーパーＳＰ100ＥＸ」が８本と契約書面が届い

た。間もなくＡがＰに電話をかけて「届きましたか。体に良いので１年分飲

んでみてくださいね。」と告げたので、Ｐは早速商品を１本開封して飲んだ。

契約書には総額２２万円と記載されていたが、Ａは商品の総額について説明

しなかったのでＰはその金額に驚いた。Ｐは息子に日ごろから買物に気を付

けるよう言われていたので、息子に相談すると怒られると思い悩んだが、結

局、払わないといけないという気持ちが先に立ち、契約書に記載して同社に

送り返した。 
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【事例２】 

 

 (有)サンセルの勧誘員Ｂは、平成１９年８月ころ、消費者Ｑ（７０歳代）

の自宅に電話をかけ、会社名や健康食品の販売が目的であることは告げず、

「無料で健康診断をしております。」と告げた。ＱはＢの質問が身長・体重・

血圧・視力・本人や家族の病歴など、質問項目が健康診断とまったく同様の

質問だったので、公的機関からの健康診断の電話かと思い答えた。また、Ｂ

が「どこか体の調子が悪いところはありますか。」と聞いたので、「おかげさ

までどこも調子の悪いところがなく、元気なんです。」と答えた。Ｂは健康に

ついての話を３０分以上話した後、「今、聞き取った内容について調査して、

診断の結果を後ほど連絡します。」と告げて電話を切った。その日の午後、再

度Ｂは「調べた結果、健康で心配することは何もなかったですよ。」と電話を

かけた。そして、健康についての話題などを親しげに話しかけられたので、

Ｑは「最近、記憶力が落ちてきて物忘れするようになってきたみたいなんだ

よね。」と話すと、Ｂは「Ｑさんも今は健康で何も心配いりませんが、年齢も

年齢ですから今後何があるかわかりませんよね。」とか、「認知症予防のため

に脳の活性化効果があるイワシ粉末サプリメントを試してみませんか。１年

飲んだらいいよ。」、「イワシの成分は昔から体に良いと言われてるんですよ。」、

「１年分で１０万円なんですけど、月々にすれば１万円以下の価格で健康維

持ができるのなら全然安いものですよね。」と告げて、「１年飲んでみましょ

う。送りますからね。」と健康食品を勧めた。しかし、Ｑは「年金生活だし、

ほかの栄養剤も飲んでいるし、１０万円もの買い物はできないから、いりま

せん。」と答えたが、Ｂは「今は何でも高い時代だから、月１万円以下なら全

然大した金額でないでしょう。それで、健康の維持ができるのよ。１年飲ん

でみましょうよ。」と告げたので、Ｑは「年金生活だと月１万円以下でも負担

になるし、いりません。」と答えた。Ｑは商品のサンプル提供はないのか尋ね

ようとしたが、ＢはＱの話を全く受け入れるすきがないように一方的に話し

続けた。１時間ほどの話の中で、Ｑは高額なので３回ほど断ったが、Ｂは結

局「送りますからね。」と一方的に電話を切った。その翌日、ＢはＱに電話を

かけ「おみやげと一緒に商品を送ったから飲んでみてね。」と告げた。Ｑは断

ったのにＢが物を送ったと言うので驚き、今後Ｂからずるずるといろいろ買

わされるのではと不安を感じた。その後、Ｑの自宅に商品が届き、サンセル

という会社名と金額が約１９万円ということを知った。 
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【事例３】 

 

(有)サンセルのアポインターＣは、平成１７年１０月ころ、消費者Ｒ（７

０歳代）の自宅に電話をかけ「健康状態を調査しています。」と告げた。その

際、Ｃは会社名、担当者名を告げなかった。Ｃは、名前・住所・生年月日の

ほか「どこか体の調子が悪いところはありますか。」とＲの病歴や健康状態を

聞いて「お客様カルテ」を作成した。Ｒは健康診断だと思ったので「足や腰

が痛いのです。４年前に脳梗塞になり、その後遺症で左半身が不自由になり

足が悪くなって、今も足腰が痛くてふだんは杖を使って歩いています。高血

圧や白内障の薬も飲んでいるので、診断をよろしくお願いします。」と健康状

態をそのまま答えた。そして、Ｃは「診断の結果を後ほど連絡します。」と告

げて電話を切った。その後、勧誘員Ｄは「お客様カルテ」をもとにＲに電話

をかけ「調べた結果、足と腰の痛みにお悩みのようですが、良く効く物があ

りますよ。飲んでみませんか。」と告げた。Ｒは通院し薬を使用しており、足

や腰の痛みを早く治したいという一心で試してみたいと思い購入することに

した。後日、商品と書類が届き、それとほぼ同時にＤは「商品が届きました

か。」とＲに電話した。商品の内容は、健康食品で総額が約２３万円の商品だ

った。Ｒは全体でいくらの契約なのか知らされていなかった。 

Ｄは平成１８年１月ころに再びＲに電話をかけ、「前の商品と一緒に飲むと

良い商品があるので、飲んでみましょう。」と告げた。Ｒはこの時は健康に関

する商品の勧誘であることがすぐにわかったが、Ｄが「イワシは骨に良いの

で、前の商品と一緒に飲むと足・腰が必ず治るので、一緒に飲んでみましょ

う。飲んだら絶対治りますよ。」と告げたので、Ｒはやはり病気を治したい一

心で信じて試す気になった。後日、Ｒの自宅に商品が届き、商品の内容は「ス

ーパーＳＰ100ＥＸ」が１２本で総額が約３５万円だった。Ｒは字が読めず、

金額について電話で説明を受けていなかったので、家族から聞いて金額を知

った。ＲはＤが告げたとおりに商品を飲んだが、全て飲んだのに効果がなく、

良くならないどころか、かえって体調が悪くなり、Ｄに騙されたのかもしれ

ないと思うようになった。Ｒは年金により生計を立てており、年金も月７万

円程度であったが、同社との２件の契約のほかにアヴァンセコーポレーショ

ンとの契約もあり、健康食品の支払額は月々２万４千円となり、毎月のクレ

ジット代金を支払うのが困難な状況となった。 
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【事例４】 

 

(有)サンセルの勧誘員Ｅは、平成１９年２月ころ、認知症の症状が始まり、

物忘れが多くなり、話が通じなくなってきていた消費者Ｓ（７０歳代）と健

康食品の売買契約を締結した。Ｓはふだんの会話は大丈夫だが、同じことを

繰り返し話したり、話した内容を忘れてしまったりということがあり、自分

から話しているときは自然に話すが、問いかけられるとなかなか答えられな

いことがあった。ＳはＥと家族のことや健康のことなどいろいろなことを長

時間電話で話したようだが、Ｓの娘はＥが何度も長時間にわたりＳと会話を

すれば、Ｓが認知症気味であることがわかるのではないかと思った。Ｓがサ

ンプルしか頼んでいないのにもかかわらず、同社から届いた箱には９個も商

品が入っており、契約書には商品名が「スーパーＳＰ100ＥＸ」で支払総額は

約２９万円と書かれていた。Ｓが送付していなかったクレジットの契約書面

について、娘がＳに「これが契約書だよ。」と話した時、Ｓは「契約書だかな

んだか知らないよ。」と答えた。 
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有限会社イデールに対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

（１）名  称：有限会社イデール 

（２）代表者：取締役 田辺 誠和 

（３）所在地：札幌市中央区南１条西３丁目８番地１１ 

（４）資本金：３００万円 

（５）設  立：平成１８年２月２日 

（６）取引形態：電話勧誘販売 

（７）取扱商品：スーパーＳＰ１００ＥＸ、３つの力ＥＸ、酵素核酸 

       （以下、取扱商品の総称を「本件商品」という。） 

（８）売上高：平成１８年２月～平成１９年１月 約８千３百万円 

        平成１９年２月～平成２０年１月 約１億２千万円 

（９）従業員数：約２３名 

（１０）主な事業内容：健康食品の販売 

 

２．取引の概要 

同社は、高齢者の自宅に電話をかけて、同社の「アポインター」及び「カ

ウンセラー」と称する従業員が、消費者の健康状態を聞き出し作成した「お

客様カルテ」をもとに、同社の「カウンセラー」と称する従業員が同じ消費

者の自宅に電話をかけて、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするこ

とにより、本件商品の売買契約の申込みを受けて、売買契約の締結をしてい

たものである。 

 

３．関連事業者との関係 

株式会社サンプロフィットは、消費者の自宅に電話をかけて健康チェック

を行い、顧客情報をまとめた「お客様カルテ」を作成し、有限会社イデール

に販売していた。 

顧客情報を聞き出すとともに、後ほど電話をかける有限会社イデールの販

売員からの結果報告を聞くように促しており、一連の勧誘行為の一部を担当

していた。 

 

〈関連事業者の概要〉 

（名  称）：株式会社サンプロフィット 

（所在地）：札幌市中央区南１条西３丁目８番地１１ 

（代表者）：代表取締役 田辺 誠和 



10 

 

 

４．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、 

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘をすること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年１１月１５日から平成２１年５月１４日まで（６か月間） 

 

５．業務停止命令の原因となる事実 

 同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話

勧誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあ

ると認められた。 

（１）不実告知（特定商取引法第２１条第１項）  

同社は、消費者に対し、明確な科学的根拠がないにもかかわらず、あた

かも本件商品に効能があるかのように「肝臓にもやさしくつくってあるの

で、肝臓を痛めないで、関節とか不整脈とか血圧とかに特に効きます。」等

と不実のことを告げて、勧誘を行っていた。 

 

（２）重要事項不告知（特定商取引法第２１条第２項） 

同社は、消費者に対し、商品の販売価格や商品の販売数量につき故意に 

事実を告げていなかった。 

 

（３）勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）  

同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、「あなたの健康状態を電話

でチェックします。」等と告げるだけで、本件商品に係る売買契約の締結に

ついて勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類、並びに販

売業者の名称を告げていなかった。 

 

（４）再勧誘の禁止（特定商取引法第１７条）  

同社は、当該売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、 

さらにその電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていた。 
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（５）迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）  

同社は、消費者が契約の申込みをしていないのに、小包に契約用紙と高

額な商品を１０本近く送りつけて勧誘をする等、消費者に迷惑を覚えさせ

るような仕方で勧誘をしていた。 

 

(６)判断力不足に乗じた契約締結（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規

則第２３条第２号）  

同社は、判断力が不足していると認められる消費者と、本件商品の売買契

約の締結をしていた。 

 

６．勧誘事例 

 

【事例１】 

 

(有)イデールの勧誘員Ａは、平成１８年１０月、消費者Ｐの自宅（６０歳代）

に電話をかけ「イデールのＡと申します。」、「体の調子はどうですか？」と告げ

た。Ｐは、「サメの肝油を○○から２か月に１回送ってもらい飲んでいる、体の

調子は良いです。」と言うと、Ａは「そうしたら、今度はうちの会社で売ってい

る健康商品があるから飲んでみませんか。」、「１本はイワシのペプチドが入って

いるサンプルでお金はいりません。開けて飲んでみれば効果がでますよ。」、「こ

れを飲むと、健康には良いし、肌が良くなってツルツルになりますよ。コラー

ゲンが入っていますから。」、「とりあえず、開けて飲んでみて。」などと告げた

が、Ｐは必要ないと断り電話を切った。その後、ＡはＰに何度も電話をかけて

「まずは、１本飲んでみませんか。」としつこく繰り返し、「うちの商品を飲め

ば、肌が良くなりますよ。コラーゲンの効果で、体の調子がとても良くなりま

す。良いことばかりですよ。」、「この薬を飲めば、便の通じが良くなりますよ。

それで体調が良くなりますよ。長く飲めば効果があるから。」と告げた。Ｐは「別

の健康食品をとっているから、そんなにたくさん必要ないから。」と断ったが、

Ａがあまりにしつこく良いことばかりを並べて勧誘するので、段々と１本くら

い飲んでみようかなと思い始め、「では、１本だけ飲んでみます。」と言ったと

ころ、Ａは「品物が着いたら、すぐに開けて飲んでみてね。」と告げた。同社か

ら小包が届き、イワシのペプチドが含まれサンプルと言われた健康食品１本と、

コラーゲンが含まれているという健康食品１本を開封した。これまで価格や販

売数量の話は全くなかったが、契約書面を見たら１本３万円となっており、Ｐ

は飛び上がるほど驚きＡに騙されたと思った。契約書面の金額は１０本合計で

３０万円で、Ａが「サンプル」だと告げたものまで請求価格に含まれており、
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Ａからの手紙には「これを飲んだら元気になります。これからも長くお使いく

ださい。今後ともよろしくお願いします。」と書かれていた。Ｐはこんな金額は

支払えないと思い、Ａに「こんなの押し売りですよ。こんなに高価な商品を年

金で生活している人で買って飲む人はいないですよ。１本が３万円なんて、あ

まりにも高すぎるのではないですか。」、「こんなに高いものを本当に必要だと言

って買う人はどれくらいいるのですか。年金で生活しているので私にはこんな

のは払えません。やめます。」と言うと、Ａは「そんなことないですよ。これは

長く飲んで初めて効果が出るものだからね。長く飲めば、必ず効果が出て、必

ず体調が良くなりますよ。ローンでも支払ができますよ。」、「ちゃんと飲まない

と効果も何もありませんよ。肌もツルツルになるから。薬でも何でもそうです

よね。」と告げたので、ＰはＡの押しの強さに負け、２７回の分割払いで支払う

ことにいったんは同意したが、消費生活センターを通じて解約手続をした。 

 

 

【事例２】 

 

(有)イデールの勧誘員Ｂは、平成１９年７月、消費者Ｑの自宅（８０歳代）

に電話をかけ、「あなたの健康状態を電話でチェックします。」、「健康状態はど

うですか。」と年齢、健康に関する質問を行い「あなたの健康状態を調べてみま

すので、１０分から２０分くらい待ってください。また電話をします。」と告げ

て電話を切った。その後、Ｂは２回目の電話をかけ「診断の結果、あなたの体

には悪い部分があるので、当社の薬を飲めば含まれているコラーゲンの効果で、

必ずそれが良くなりますよ。」、「体にとても良いものだから、うちのこの薬を飲

めば必ず良くなります。体も丈夫になりますよ。ちょっとこれを飲んでみてく

ださい。」と告げた。Ｑは「体が悪いのなら医者もいるし、そんなのは必要あり

ません。」と言って断ったが、さらにＢが「これを飲んでみれば、体調が改善し

ますよ。」と告げるので、Ｑは「年金生活だし、そのようなものは必要ありませ

ん。」と断った。Ｂは「支払はローンによる分割でも、どんな支払もできるのだ

し、どんな形でも良いから飲んでみてください。」、「これを飲まないと体の悪い

ところも良くなりませんよ。」としつこく勧誘し、「とりあえず、商品を送るか

ら飲んでみてね。」と告げ電話を切った。その後、Ｑ宅に商品と契約書が届くと、

ＢはＱに電話をかけ「荷物は届きましたか？」、「では、開けてみてください。」

と告げた。Ｑは価格も何も言わないでＢが送ってきたので「支払をしません。」

と言うと、「支払方法はいくらでもあるから、とりあえず何も心配しないで開け

てみてください。」と言うので、小包を開けてみたところ、３０数万円の請求書

と商品「３つの力ＥＸ」が１０本入っていたので、Ｑは高額な請求金額に驚き、
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電話を切った後に消費生活センターに相談をして、解約通知書と届いた商品を

一緒に送り返した。 

 

 

【事例３】 

 

 (有)イデールの勧誘員Ｃは、平成１９年８月、消費者Ｒの自宅（７０歳代）

に電話をかけ「○○様の奥様ですね。何項目か健康状態をチェックします。」と

告げ、名前・身長・年齢・体調・病気・血圧・不眠・物忘れ等の１０項目程度

の質問をし、「Ｒ様くらいの年代になるといろいろと健康不安がでますよね。３

０～４０分ぐらいかかりますが、その分析結果を後でお知らせします。」と告げ

た。その後、ＣはＲに再度電話をかけ「Ｒ様から先ほどお聞きしました内容を

分析しましたので、その結果をお知らせします。」、「だんだん年を取ると痛いと

ころもでてきますよね。」、「高齢になると、足腰が痛くなって歩けなくなります

よ。○○という健康食品を飲んでいる人はいますが、イデールという会社で出

しているそれよりずっと良いものがありますよ。」、「必ず足腰が痛くなるから、

青みのいわしの魚から抽出したペプチドを今から飲んでおくように。」、「魚を食

べるだけでは足りないんですよ。補助として、毎日決まった量を飲む必要があ

ります。」、「高齢者は青みの魚をたくさん食べなければならないのですが、たぶ

んＲさんも少ないと思いますよ。」と告げた。Ｒが「肝機能も良くないので、あ

まり青みの魚も取りすぎると良くないんです。」、「医者からＯＫがでているもの

があるんです。○○製薬の○○○○という薬はＯＫがでています。」、「体質的に

受け付けないのでだめです。」と断ると、Ｃは「肝臓にもやさしくつくってある

ので、肝臓を痛めないで、関節とか不整脈とか血圧とかに特に効きます。」など

と告げ、「明後日辺りに商品を１年分送ります。」と告げたので、Ｒが「試すの

であれば、２～３日分で良いですよ。」と言うと、Ｃは「それは無理です。１年

分送ります。」、「そんなに高額ではないです。あなた年金もらっているんでしょ

う。年金で払える金額ですよ。」と告げるので、Ｒが「ドクターストップがかか

っているのでだめです。」、「では、病院のセンターで分析をしてもらうので、１

本だけ送ってください。」と伝えると、Ｃは「それはだめで１年分です。」と告

げた。Ｒが「病院に分析に出しても、３週間くらいかかるから、そんなに良い

薬なら、その結果が出てから考えて良いですか。」と言うと、Ｃは「それであれ

ばもう今日はよいです。また今度電話します。」と告げて電話を切った。数日後、

ＣはＲに３回目の電話をかけ「こないだ言った薬をもう一度どうですか。」と告

げた。Ｒは「医者から言われている薬しか飲めないのでこういう電話は困りま

す。必要ありません。」と断り、一方的に電話を切った。 
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有限会社クレディに対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

（１）名  称：有限会社クレディ 

（２）代表者：取締役 江口 幸彦 

（３）所在地：札幌市中央区南１条西７丁目１２ 

（４）資本金：３００万円 

（５）設  立：平成１８年３月３日 

（６）取引形態：電話勧誘販売 

（７）取扱商品：スーパーＳＰ１００ＥＸ、３つの力ＥＸ、酵素核酸 

        （以下、取扱商品の総称を「本件商品」という。） 

（８）売上高：平成１８年３月～平成１９年２月 約１千１百万円 

       平成１９年３月～平成２０年２月 約５千４百万円 

（９）従業員数：約１２名 

（１０）主な事業内容：健康食品の販売 

 

２．取引の概要 

同社は、高齢者の自宅に電話をかけて、同社の「アポインター」及び「カ

ウンセラー」と称する従業員が、消費者の健康状態を聞き出し作成した「お

客様カルテ」をもとに、同社の「カウンセラー」と称する従業員が同じ消費

者の自宅に電話をかけて、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするこ

とにより、本件商品の売買契約の申込みを受けて、売買契約の締結をしてい

たものである。 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、 

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘をすること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年１１月１５日から平成２１年２月１４日まで（３か月間） 

 

 

 



15 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話勧

誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがある

と認められた。 

（１）不実告知（特定商取引法第２１条第１項） 

同社は、消費者に対し、明確な科学的根拠がないにもかかわらず、あた

かも本件商品に効能があるかのように「あなたにはイワシが不足している

から、これを飲んだら絶対に糖尿病が良くなるから。」等と不実のことを告

げて、勧誘を行っていた。 

 

（２）重要事項不告知（特定商取引法第２１条第２項） 

同社は、消費者に対し、商品の販売価格や商品の販売数量につき故意に

事実を告げていなかった。 

 

（３）勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）  

同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、「無料で健康診断をします。」

等と告げるだけで、本件商品に係る売買契約の締結について勧誘をする目

的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類、並びに販売業者の名称を告げ

ていなかった。 

 

（４）再勧誘の禁止（特定商取引法第１７条）  

同社は、当該売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、

さらにその電話で勧誘を続けていた。 

 

（５）迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）  

同社は、消費者が契約の申込みをしていないのに、多量の商品を電話勧 

誘顧客に送りつけて勧誘をする等、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方

で勧誘をしていた。 

 

（６）判断力不足に乗じた契約締結（特定商取引法第２２条第３号、同法施行

規則第２３条第２号）  

同社は、判断力が不足していると認められる消費者と、本件商品の売買  

契約の締結をしていた。 
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５．勧誘事例 

 

【事例１】 

 

(有)クレディの勧誘員Ａは、平成１９年１１月ころ、５、６年前から認知症

で物忘れやしまい忘れ、「物を盗まれた」との妄想の症状などがみられるように

なり、５年前に脳外科で認知症と診断を受けた消費者Ｐ（７０歳代）の自宅に

電話をした。Ｐは相手と会話はできるものの、会話が終わった時には話の内容

はおろか、電話がきたことすら覚えていない状態であった。日常生活でも直前

にあったことを覚えていない、住所が言えても自分がどこに住んでいるのか理

解していないなどの症状がみられた。同社からＰあての荷物が届いたことに不

信感を持ったＰの家族が箱を開けたところ、１０個の健康食品と共に、約２８

万円の売買契約書が入っていた。Ａからの手紙も同封されており、何度かＰと

電話で話したことを思わせる内容であった。事情を知ったＰの家族が同社に電

話をして確かめたところ、Ｐと話をして契約の意思を確認したので商品を送っ

たとのことであった。しかし、Ｐは同社から電話がきたことを覚えてなく、送

られてきた荷物を見ても思い出すことはなかった。Ｐの家族がＰに確認すると

「こんな高いもの、だれが買ったの？」とＰは怒り出すほどであり、Ｐが契約

の内容を理解していないことが明らかであったため、クーリング・オフの手続

をした。 

 

 

【事例２】 

 

(有)クレディの勧誘員Ｂは、平成２０年１月、消費者Ｑ（７０歳代）の自宅

に電話をかけ「無料で健康診断をします。」と告げた。Ｑは自分の健康状態を知

るのは大事なことだと考え、どの程度調べてもらえるのかとの興味もあり、聞

かれるままに生年月日や食事の好み・回数、現在の体調、飲んでいる薬などを

答えた。Ｂはその情報をもとに「お客様カルテ」を作成し、「詳しいことは調べ

てかけ直します。」と言って電話を切った。数日後、Ｂは診断の結果としてＱに

電話をかけ、「健康にはあまり心配ないようですが、あなたの体に足りないもの

があるので、それを足せばあと２０年ずっと健康でいられます。保証します。

長生きできますよ。」、「骨が丈夫になり、骨粗鬆症に良いですよ。」と健康食品

の勧誘をした。その際、商品の販売数量や代金についての説明はなかった。Ｑ

は病院で調べてもらって骨粗鬆症の心配はないことや、自分自身が仕事で健康

食品を扱っていることを話し、そのことで勧められた健康食品は買わないこと



17 

 

を告げたつもりであった。Ｂは商品の説明を続けたがＱは商品を買うとは一切

言わなかった。Ｂは「そのうち手紙を書いて送ります。」と告げたため、Ｑは健

康診断の詳しい結果が郵送されるのだと思い住所をＢに教えた。数日後、Ｑの

自宅に同社からダンボール箱が届いた。Ｑは会社名の記憶はなかったが、送り

状に書かれた住所から「あの「手紙を送る」と言った会社が商品を送ってきた

のだな。」と思った。Ｑはいきなり商品を送りつけてきたことにとても迷惑を感

じ、後日返品をしようと思い開封しないでそのままにしていたが、ＢはＱに何

度も電話をかけて「箱を開けてみてください。」と告げるので、Ｑは「開けたら

送り返せなくなるから嫌です。」と答えた。Ｂは「そんなことはないので、開け

てとにかく中に入っている手紙を読んでください。」と告げたため、Ｑは開封し

ても返品できるのであればと思い開けてみると、健康食品１０個とクレジット

契約の申し込み書面が入っていた。書面は、商品「スーパーＳＰ100ＥＸ」が６

個と「酵素核酸」が４個で分割手数料を含め約３６万円の３０回払いの申込書

だった。手紙には「良い人に巡り会えてうれしいです。よろしくお願いします。」

といった内容で、健康診断の結果については書かれていなかった。Ｑは元々商

品を買う気はなかったし、価格がかなり高額であったため、消費生活センター

に相談しクーリング・オフの手続をした。 

 

 

【事例３】 

 

(有)クレディの勧誘員Ｃは、平成１９年５月ころ、消費者Ｒ（６０歳代）の

自宅に電話をかけ「あなたの健康診断をしますので、いろいろ質問をしますの

で答えてください。」と告げた。そのころ、Ｒは糖尿病で医師から入院を勧めら

れていた。Ｃは「まずどういう健康状態ですか。」などと質問し、Ｒの「糖尿病

で困っています。」などの回答をもとに、Ｒの「お客様カルテ」を作成し電話を

切った。その後、Ｃは「診断の結果」としてＲに電話をかけ、「あなたの体にイ

ワシが足りないから、この中に全部入れてあるから、これを飲めば、絶対に体

質改善になるから。」、「入院しなくても、これを飲めば糖尿病が良くなるから。」、

「あなたにはイワシが不足しているから、これを飲んだら絶対に糖尿病が良く

なるから。」、「これを飲んだら、絶対に効果があると思うから、一生懸命飲んで

確かめてみて。」と商品を勧めたが、商品名は説明しなかった。Ｒはその説明を

聞いて、同社の扱う商品が単なる健康食品ではなく、病気が治る薬だと思った。

Ｒは自分から購入を申し込んだわけではなかったが、金額も価格も数量も説明

がないまま、ＣがＲに商品を送るからと告げた数日後、Ｒの自宅に商品が届い

た。１０本の商品とともに社内資料が送付され、その資料の「糖尿病改善効果
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が期待できます」等の記載部分にマーキングがあり、Ｒはこの商品が糖尿病に

効く商品だということをＣが確認させるために送ってきたものだと思った。Ｒ

が届いた契約書面を確認すると、分割手数料を含め約３２万円と高額であった

ためとても驚いたが、病気に効くのであればと思い、夫に相談の上購入するこ

とにした。早く飲めば入院しなくても済むのではないかと考え、１日３回のと

ころを４回飲むなどしたが、効果は感じられなかった。 
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有限会社アヴァンセコーポレーションに対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

（１）名  称：有限会社アヴァンセコーポレーション 

（２）代表者：代表取締役 牧野 勝利 

（３）所在地：札幌市中央区南１条西５丁目１７番地２ 

（４）資本金：３００万円 

（５）設立：平成１３年１０月３日 

（６）取引形態：電話勧誘販売 

（７）取扱商品：潤ＥＸ、潤ゴールド、潤健茶、愛蜂百寿、黒酢エキス 

（以下、取扱商品の総称を「本件商品」という。） 

（８）売上高：平成１７年１０月～平成１８年９月 約２億円 

       平成１８年１０月～平成１９年９月 約１億２千万円 

（９）従業員数：約１８名 

（１０）主な事業内容：健康食品の販売 

 

２．取引の概要 

同社は、高齢者の自宅に電話をかけて、同社の「アポインター」及び「カ

ウンセラー」と称する従業員が、消費者の健康状態を聞き出し作成した「お

客様カルテ」をもとに、同社の「カウンセラー」と称する従業員が同じ消費

者の自宅に電話をかけて、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするこ

とにより、本件商品の売買契約の申込みを受けて、売買契約の締結をしてい

たものである。 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、 

 次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘をすること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年１１月１５日から平成２１年２月１４日まで（３か月間） 
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４．業務停止命令の原因となる事実 

同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話勧

誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがある

と認められた。 

（１）不実告知（特定商取引法第２１条第１項） 

同社は、消費者に対し、明確な科学的根拠がないにもかかわらず、あた

かも本件商品に効能があるかのように「貧血気味の人には愛蜂百寿、黒酢

エキスは筋肉をやわらげるので肩こりに良い、便秘には潤健茶が効きます

よ。」等と不実のことを告げて、勧誘を行っていた。 

 

（２）重要事項不告知（特定商取引法第２１条第２項） 

同社は、消費者に対し、商品の販売価格や商品の販売数量につき故意に

事実を告げていなかった。 

 

（３）勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）  

同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、「コンピュータの健康診断

を受けてみませんか。結果はすぐ出ますよ。」等と告げるだけで、本件商品

に係る売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係

る商品の種類、並びに販売業者の名称を告げていなかった。 

 

（４）再勧誘の禁止（特定商取引法第１７条）  

同社は、「うちは旦那の給料で私は働かないで細々とやっているのでそん

なお金は出せない。」等と当該売買契約を締結しない旨の意志を表示した消

費者に対し、さらにその電話で勧誘を続けていた。  

 

（５）迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）  

同社は、消費者が契約の申込みをしていないのに、１０本近い高額な商

品と２０数万円の支払請求書を送りつけて勧誘をする等、消費者に迷惑を

覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。 

 

（６）判断力不足に乗じた契約締結（特定商取引法第２２条第３号、同法施行

規則第２３条第２号） 

同社は、平成１８年ころから認知症の病状が顕著に現れ、「病院から処方

を受けた薬の管理が全くできない」、「同じことを繰り返し質問してもその

都度返答内容がかわっている」、「分割で商品を購入しても支払方法を理解

することが困難で、一度支払すると終了したと思っている」といった状態



21 

 

で、判断力が不足していると認められる消費者と、本件商品の売買契約の

締結をしていた。 

 

５．勧誘事例 

 

【事例１】 

 

(有)アヴァンセコーポレーションの勧誘員Ａは平成１６～７年ころから、同

じことを繰り返し質問するとその都度違う答えを言ったり、話の内容を手順良

く聞きとりすることができない軽い認知症の症状が現れて、判断力が不足して

いる消費者Ｐ（７０歳代）の自宅に、平成１９年２月に電話をかけ、Ｐは健康

食品である「潤ＥＸ」６箱、金額が約１１万円のクレジット支払契約をした。

Ｐは平成１８年ころから、病院で受けた薬の処方に従った飲み方ができず、短

期間で全てを飲み干したり、クレジット契約で商品購入を勧められても支払総

額が全くわからず、分割払いであるにもかかわらず、一度支払をすると全ての

支払は終わったものと思うなど、支払計算などができない症状が現れていた。

平成１９年４月、Ｐの自宅にクレジット会社から請求書が届いたが、Ｐが何の

支払なのかがわからないと娘に告げたので、娘が書類などを確認しＰに問いた

だしたところ、Ａから「便秘に効果がある」と勧められた健康食品の契約につ

いての未納催促通知であることがわかった。そのころ、Ｐは認知症の病状が顕

著に現れ、病院から処方を受けた薬の管理が全くできない状態となっており、

６箱の健康食品全てを短期間で飲み干していた。 

 

 

【事例２】 

 

(有)アヴァンセコーポレーションのアポインターＢは、平成１９年７月、消

費者Ｑ（４０歳代）の自宅に電話をかけ「健康に関するアンケートです。」と告

げて健康に関する質問を行った。ＢはＱから「血圧は高くないが肩こりがひど

く、夜に痛くて寝られないときがある。便秘、貧血気味である。」などの症状を

聞き出し、顧客情報を記載した「お客様カルテ」を作成し、「コンピュータでの

健康診断結果は後ほど連絡します。」と告げて電話を切った。Ｂが作成した「お

客様カルテ」をもとに、勧誘員ＣはＱの自宅に電話をかけ「健康診断の結果で

す。肩こりがひどいようですね。小さな子供さんがいるからね。」、「貧血気味の

人には愛蜂百寿、黒酢エキスは筋肉をやわらげるので肩こりに良い、便秘には

潤健茶が効きますよ。」と告げた。ＱがＣに「口頭で私の体調を話しただけでな
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ぜわかるのですか。医者でもないのになぜそのようなことが言えるのですか。」

と問いただすと、Ｃは「医者ではないが、その人の状態を聞けば、どのような

健康食品が良いのかわかります。」、「健康食品はやさしく体に溶けていき副作用

もなく長い時間をかけ使用することができ、少しずつＱさんの体を良くしてい

き、薬より安全ですよ。」などと勧誘した。また、支払方法は「クレジット契約

で総額約２８万円、毎月約６千円になり、６か月健康食品を飲めばＱさんは完

璧に太陽になれます。」とＣが告げるので、Ｑは「うちは旦那の給料で私は働か

ないで細々とやっているのでそんなお金は出せない。」と購入をはっきりと断っ

たが、Ｃは「みんなそうですよ。うちの健康食品を買う人はみんな細々とやっ

ています。でも、お母さんが倒れたらどうしますか。お母さんが家族のための

太陽でないと誰がみんなの面倒をみるのですか。」、「私と一緒に頑張りましょう。

お母さんは太陽です。商品を見て、見るだけでも良い。後で断っても良いです

から。見れば考え方が変わると思いますから。」などとなだめたり、半ば怒った

ような言葉をかけるので、Ｑは最終的には勧められた健康食品の購入契約をす

ることにした。Ｑは電話を切った後にすぐ「やっぱりやめよう。でも契約をし

てしまった。商品が送られてくる。どうしよう、どうしよう。」と焦り友達に相

談したところ、消費者センターに相談するように勧められた。翌日、商品が宅

配便で届いたので、同封されていた書類に記載されていたフリーダイヤルに電

話をし、Ｃに契約を解約したい旨を告げたが、Ｃは「考えてみて、考えてみて、

あんなに二人で話し合って納得したじゃない。」、「商品を開けて見て、中の説明

書などを良く見て、Ｑさんにぴったりと考えた商品なのだから。」などと告げて、

結局解約には忚じてもらえず、電話を切った後、消費生活センターに相談し「契

約解除通知」の書き方を教わり、同社に送付した。 

 

 

【事例３】 

 

(有)アヴァンセコーポレーションのアポインターＤは、平成１９年７月、消

費者Ｒ（５０歳代）の自宅に電話をかけ「コンピュータの健康診断を受けてみ

ませんか。結果はすぐ出ますよ。」と告げた。ＲはＤから健康に関する質問を受

けて、健康状態で不安を感じていたアレルギーや肩こりなどを答えると、Ｄは

「コンピュータの健康診断結果については後で連絡します。」と告げて電話を切

った。まもなく勧誘員ＥがＲに電話をかけて「コンピュータ診断の結果が出ま

した。」、「肩こりやアレルギー、末梢神経などに黒酢、潤、お茶などの健康食品

が良いですよ。」、「まずはサンプルを送ります。」と告げたので、Ｒはサンプル

を飲んで良ければ近隣の店から購入すれば良いと考え、サンプル送付の承諾を
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して、住所・氏名を伝えた。この時Ｅからは、健康食品名や販売金額、支払方

法などの説明がなかった。翌日、Ｒは自宅にダンボールが届いたので、開封し

中を見て驚いた。Ｅは「サンプルを送る。」と告げたのに、送られてきた物はサ

ンプルではなく多量の健康食品だった。ＲはＥがサンプルだと告げたので承諾

をしたが、サンプルではないのなら返品をしなければならなくなり、商品を開

封すれば返品ができなくなると考えて、消費者センターに相談し、クーリング・

オフの手続をした。 

 

 

【事例４】 

 

(有)アヴァンセコーポレーションのアポインターＦは、平成１９年１１月、

消費者Ｓ（５０歳代）の自宅に電話をかけ「○○会社ですが健康状態はどうで

すか。」と告げ、健康についていろいろと質問をしたが、Ｓは「今忙しいので。」

と断り電話を切った。Ｆはその後再びＳの自宅に電話をかけ「今、いいですか。

時間ありますか。」と告げると、Ｓが「いいですよ。」と言ったので勧誘員Ｇに

代わった。ＧはＳが高血圧と体力増進のため「農協で販売していた黒酢ドリン

クを購入して飲んでいる。」ことを聞き出し、Ｇは「黒酢ドリンクは体内からす

ぐ流れてしまうけど、私どもで販売する黒酢エキスは顆粒であるため長く効き

目があり、長期間飲用することで体がつらいとき、痛いときに良く効きますよ。」

と告げた。Ｓは最初断るつもりでいたが、Ｇの説明を聞き一度試してみようか

なと思った。ただ、Ｇが「黒酢エキスを半年から１年くらい飲んで。」と告げた

ので、Ｓが「そんなに長くは飲めない。」と答えると、Ｇは「１か月試してみて。」

と告げたので、Ｓは１か月であればと思い、住所・氏名・生年月日などを聞か

れるままに答えた。その際、Ｇは黒酢エキスの効能と１か月８千円ということ

しか告げなかった。その後、Ｓは自宅に届いたダンボール箱を開けて驚いた。

送られてきた健康食品は「黒酢エキス」、「潤ゴールド」、「潤健茶」の３種類で

合計１０箱とクレジット契約書であった。商品がＳの自宅に届いて間もなく、

Ｇは「商品が届きましたか。」とＳに電話をかけた。Ｓは「１か月８千円の黒酢

エキスという説明は聞いたが、潤ゴールドやお茶が送られてくることや高額な

支払金額、クレジット契約などの話しは聞いていない。電話での説明と違う。」

とＧに言ったが、Ｇは「説明をしております。」、「購入支払金額やクレジット契

約の話しをしております。」と繰り返し、契約を解除することを何度言っても聞

き入れてもらえなかった。Ｓは電話を切った後、消費生活センターに相談した

ところ、契約金額が約３２万円であることの説明を受けて再び驚き、「契約解除

通知書」の書き方を教わり、同社に送付した。 


